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第７章 障害福祉サービス提供の見込 

 
１．基本的な考え方 

本章は、平成１８年厚生労働省告示第 395 号「障害福祉サービス及び相

談支援並びに市町村及び都道府県の地域生活支援事業の提供体制の整備並び

に自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本的

な指針」（以下「基本指針」という。）に基づき、本県および県内各地域の状

況や課題等を踏まえ、平成２４年度から平成２６年度までの３年間に提供を

見込む障害福祉サービス量を示します。 

 

この見込量は、それぞれの市町村がこれまでのサービス利用実績や、サー

ビスごとの今後の整備計画や利用予測等に基づき、提供を見込んだサービス

量を積み上げたものです。 

 

本計画においては、設定したサービス見込量を踏まえ、必要な障害福祉サ

ービス事業の指定およびその確保のための施策の推進に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本章においては、圏域ごとの現状やサービス量などを統計的に分析するために、

便宜的に“障害のある人”を身体障害者手帳所持者、療育手帳所持者、自立支援

医療（精神通院医療）を受給している精神科等医療機関通院者数と在院患者数の

方として扱います。このため、本計画で一般的に使用している「障害のある人」

と区別するため、『障害のある人』と表記します。また、同様に“障害のある子ど

も”についても、『障害のある人』のうち１８才未満の方として扱い、『障害のあ

る子ども』と表記します。 
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【参考 障害福祉サービスの体系】 

計画相談支援 
支給決定を受けた者が下記の障害福祉サービスを適切に受けられるよ
う、障害福祉サービスの種類および内容を定めたサービス利用計画の
策定等を行い、一定期間ごとに検証し計画の見直しを行うサービス。 

地域移行支援 
施設や病院に入所・入院している障害者に、住居の確保等地域におけ
る生活に移行するための活動に関する相談等を行うサービス 

地域定着支援 
居宅において単身等で生活する障害者に、常時の連絡体制を確保し、
障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対する相談等を行うサー
ビス 

居宅介護 居宅において、入浴、排せつおよび食事等の介護を行うサービス。 

重度訪問介護 
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする者に、居宅において、入
浴、排せつおよび食事の介護、外出時における移動中の介護を総合的
に行うサービス。 

同行援護 
移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援や移動
の援護、及び排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援助
を行うサービス 

行動援護 
知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有し常時介護を要
する者に、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、
外出時における移動中の介護等を行うサービス。 

重度障害者等包括支援 
常時介護を必要とし、介護の必要程度が著しく高い者に、居宅介護等
のサービスを包括的に行うサービス。 

生活介護 
常時介護を要する者に、主として昼間において、障害者支援施設等に
おいて行われる入浴、排せつおよび食事等の介護、創作的活動または
生産活動の機会の提供等を行うサービス。 

自立訓練 
(機能訓練) 

身体障害を有する者に、一定の期間にわたり、自立した日常生活また
は社会生活を営むために必要な身体機能向上のための訓練等を行うサ
ービス。 

自立訓練 
(生活訓練) 

知的障害または精神障害を有する者に、一定の期間にわたり、自立し
た日常生活または社会生活を営むために必要な生活能力向上のための
訓練等を行うサービス。 

就労移行支援 
就労を希望する者に、一定の期間にわたり、生産活動等の活動の機会
の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な
訓練等を行うサービス。 

就労継続支援 A 型 
通常の事業所に雇用されることが困難な者に、雇用契約に基づき、生
産活動等の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力
の向上のために必要な訓練等を行うサービス。 

就労継続支援 B 型 
通常の事業所に雇用されることが困難な者に、生産活動等の活動の機
会の提供を通じて、就労に必要な知識および能力の向上のために必要
な訓練等を行うサービス。 

療養介護 
医療と常時介護を要する者であって、主として昼間において、病院等
において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下に
おける介護および日常生活上の世話を行うサービス。 

ショートステイ  
（短期入所） 

居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支
援施設等への短期間の入所を必要とする障害のある人（子ども）を、
当該施設に短期間宿泊入所させ、入浴、排せつおよび食事等の介護を
行うサービス。 

共同生活介護 
(ケアホーム) 

主として夜間において、共同生活を営むべき住居において、入浴、排
せつまたは食事の介護等を行うサービス。 

共同生活援助 
(グループホーム) 

地域において共同生活を営むのに支障のない者に、主として夜間にお
いて、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援
助を行うサービス。 

施設入所支援 
施設に入所する者に、主として夜間において、入浴、排せつおよび食
事等の介護等を行うサービス。 
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２．障害保健福祉圏域（区域）の設定 

 

障害のある人に対する保健・福祉サービスの提供は、主として市町村が実

施責任を負うこととされていますが、単独の市町村では活用できる社会資源

や財源が限られていることもあり、市町村を超えた広域での社会資源の整備

や相互の利用調整が必要となる場面があります。 

 

このため、平成 7 年 12 月に策定された「障害者プラン」において、市町

村の枠を超えた各種サービスを面的・計画的に整備し、重層的なネットワー

ク＊を構築するための市町村域と県全域との中間的な単位として、「障害保健

福祉圏域＊」を設けることとされています。 

 

本県では、平成１６年度の「第三次障害者計画」の策定において、「二次保

健医療圏」や「老人保健福祉圏域」などの他の計画に規定されている圏域や

県の行政機関の区域等を参考に、それまで８つの障害保健福祉圏域であった

ものを１６の圏域に改めました。平成２０年度には、柏市の中核市移行に伴

い、柏市が単独の圏域となりました。 

 

「第三次障害者計画」以降、本県においては、この圏域を単位として施策

の実施に当たり、保健・医療・福祉等の機関の連携したサービスの提供、社

会資源の相互利用等の有効活用、障害福祉サービスの効率的な提供などを図

ってきました。 

 

本計画においても、「第三次障害者計画」における施策の展開を踏まえ、そ

れぞれの圏域の特性、地域のニーズや課題に即し、よりきめ細やかな施策の

推進を図ることとします。 

 

なお、政令市、中核市の圏域を除く県所管の圏域で、現在最も人口の多い

圏域は、松戸圏域の 7８万人、次いで印旛圏域７０万人、市川圏域 6４万人、
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習志野圏域 4６万人となっています。一方、最も人口が少ない圏域は夷隅圏

域の 8 万人となっており、長期的な傾向として都市部と郡部で人口規模の差

が広がりつつあります。 

 

こうした状況を踏まえ、今後は、施設サービスの実施に当たっては、圏域

の状況や課題に即した支援のあり方について留意する必要があります。 

 

一方、障害者自立支援法では、「障害福祉計画」の障害福祉サービスの見込

量を定める単位として「区域」を定めることとされています。 

 

障害福祉計画の「第 1 期計画」では、計画の策定時期が新体系サービスの

導入と重なったこともあり、当面は全県的なサービスの拡充を図ることに重

点を置くため全県を 1 つの区域とし、「第 2 期計画」では、地域ごとに課題

を整理してサービスの基盤整備を進めるため、障害保健福祉圏域と同一の区

域を区域として設定したところです。「第３期計画」においては、「第２期計

画」から引き続き県内１６の圏域を区域として設定します。 

 

なお、特定障害福祉サービス（生活介護、就労継続支援 B 型）や障害者支

援施設については、当該区域でのサービスの必要な量に達しているかまたは

超えることになるときや、「障害福祉計画」の達成に支障を生じる恐れがある

と認めるときは、新たな指定をしないことができるとされています。 

 

本県では、今後の各地域でのサービスの具体的な整備状況を踏まえ、これ

らの指定に伴う方針等を検討していくこととします。 
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【図表７－１ 障害保健福祉圏域（障害福祉計画の「区域」と同一）】 
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【図表７－２ 圏域のすがた】 
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【図表 7－3 圏域別の『障害のある人』の数】 
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３．圏域ごとの現状とサービス提供の見込 

 

(１) 千葉圏域 

ア 現状 

65 才以上の人口比率が 20.1％と県平均を下回る

一方、人口千人当たりに対する『障害のある人』は県

平均よりも 4 人多い 47.8 人です。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均を上回る 16.7 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均より約５人少ない 30.8 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

26.2 人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均並み

の 17.3 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 13.0 人を上回って

います。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が 5.1 人と最も小さい圏域ですが、『障害のある人』千人当たりの定員が 4.8

人と定員と利用規模は概ね均衡しています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H2３） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 200 222 0 30 86 47 304 0 

利用者数 769 582 6 41 95 46 232 8 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 516 190 63 598 222 8 53 36 

利用者数 407 440 229 796 234 0 - 322 

千葉市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

千葉圏域 4.8 0.0 0.7 1.9 1.0 6.6 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

千葉圏域 11.2 67 1.4 13.0 4.8 1.2  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 訪問系 
サービス 生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

千葉圏域 16.7 12.6 0.1 0.9 2.1 1.0 5.0 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

千葉圏域 0.2 8.8 154 5.0 17.3 5.1 7.0 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、496 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成23年3月実績と比較して約1.8倍の1,363

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.2 倍の

1,738 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績とほぼ同じ 798 人を見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と

比較して、約 1.6 倍の 370 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／千葉圏域〉 
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(２) 船橋圏域 

 

ア 現状 

65 歳以上の人口比率が 19.5％と県平均を下回

り、人口千人当たりの『障害のある人』は、県平均

よりも約 4 人少ない 40.0 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均を下回る 15.4 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均を約４人上回る 40.3 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 34.6

人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約 4 人少ない 13.2 人となっていますが、定員と利用規模は均衡しています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模

が県平均を下回る 5.9 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は

7.1 人と利用規模を上回っています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H2３） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 114 338 14 32 72 34 314 0 

利用者数 376 423 23 17 73 6 258 2 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 39 96 45 323 173 13 17 15 

利用者数 178 218 70 322 143 19 - 133 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
 

生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

船橋圏域 13.9 0.6 1.3 3.0 1.4 12.9 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

船橋圏域 1.6 75 1.8 13.3 7.1 0.7  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 訪問系 
サービス 生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

船橋圏域 15.4 17.4 0.9 0.7 3.0 0.2 10.6 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

船橋圏域 0.1 7.3 170 2.9 13.2 5.9 5.5 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、1,918 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して 2.5 倍の 942 人

を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.5 倍の

1,495 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績とほぼ同じ 325 人を見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と

比較して約 1.6 倍の 230 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／船橋圏域〉 
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(３) 柏圏域 

 

ア 現状 

人口の増加率が約 4%と最も高い圏域であり、

人口千人当たりの『障害のある人』の数は県平均

よりも約 4 人少ない 39.9 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均並みの 16.0 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約８人多い 43.8 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定

員は 47.1 人と利用規模を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も 4 人少ない 13.1 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 9.0 人

を上回っています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均を下回る 5.5 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定

員が 5.6 人と均衡しています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H2３） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 78 184 0 35 20 20 257 0 

利用者数 259 272 1 25 29 9 156 2 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 245 70 30 126 90 5 24 22 

利用者数 214 174 58 212 89 1 - 159 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練(機
能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

柏圏域 11.4 0.0 2.2 1.2 1.2 15.9 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

柏圏域 15.2 80 1.9 9.0 5.6 1.5  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 訪問系 
サービス 生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

柏圏域 16.0 16.8 0.1 1.5 1.8 0.6 9.6 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

柏圏域 0.1 13.2 200 3.6 13.1 5.5 9.8 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、1,873 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.5 倍の 397

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績込と比較して約 1.4 倍の

975 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年３月実績とほぼ同じ 215 人を見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績込

と比較して約２倍の 174 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／柏圏域〉 
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(４) 習志野圏域 

 

ア 現状 

15 才未満の人口比率が 14.4%と圏域の中で最

も高く、人口千人当たりの『障害のある人』の数は、

県平均よりも約３人少ない 41.0 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均より約２人少ない 14.2 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均より約４人少ない 32.3 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

24.4 人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約 5 人少ない 11.9 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 11.1

人と概ね均衡しています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均よりも少ない 5.3 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定

員は、利用規模を下回る 4.7 人と最も少ない圏域の１つになっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 80 133 0 20 62 0 218 0 

利用者数 270 261 4 10 41 1 207 4 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 30 155 16 210 90 7 0 14 

利用者数 86 196 48 227 100 4 - 176 
 

鎌ヶ谷市 
八
千
代
市

習志野市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

習志野圏域 7.0 0.0 1.1 3.3 0.0 11.5 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

習志野圏域 1.6 158 0.8 11.1 4.7 0.0  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

習志野圏域 14.2 13.7 0.2 0.5 2.2 0.1 10.9 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所サービ

ス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

習志野圏域 0.2 4.5 200 2.5 11.9 5.3 9.3 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込  

相談支援サービスの利用規模は、163 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.9 倍の 524

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.6 倍の

965 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績とほぼ同じ 225 人と見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の

２倍を超える 216 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／習志野圏域〉 
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(５) 市川圏域 

 

ア 現状 

65 才以上の人口比率が 15.6％と圏域の中で

最も低く、人口千人当たりの『障害のある人』は、

県平均よりも約 9 人少ない 34.7 人と、『障害の

ある人』の割合が最も少ない圏域です。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均より約２人多い 18.3 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約１０人多い 46.3 人と最も大きい圏域となっていて、『障害のある人』

千人当たりの定員 45.4 人と概ね均衡しています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も 4 人少ない 13.1 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員は、利

用規模を大幅に下回る 3.6 人と最も小さい圏域です。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均を下回る 5.8 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定

員 5.4 人と概ね均衡しています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 121 388 0 86 172 0 320 0 

利用者数 405 449 1 65 139 13 267 5 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 40 158 8 80 119 12 7 20 

利用者数 86 240 47 291 129 59 - 172 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

市川圏域 17.5 0.0 3.9 7.8 0.0 14.4 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

市川圏域 1.8 114 0.4 3.6 5.4 0.3  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

市川圏域 18.3 20.3 0.0 2.9 6.3 0.6 12.0 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

市川圏域 0.2 3.9 173 2.1 13.1 5.8 7.8 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、2,265 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.8 倍の 735

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.6 倍の

1,627 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を約 1 割下回る 270 人を見込

んでいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実

績と比較して約 1.8 倍の 236 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／市川圏域〉 
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(６) 松戸圏域 

 

 ア 現状 

 人口千人当たりの『障害のある人』の数は、県平均

よりも約 4 人少ない 39.9 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにお 

いて、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均よりも約２人多い 18.3 人

となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約１５人少ない 21.1 人と最も小さい圏域となっていて、『障害のある

人』千人当たりの定員は 23.6 人と利用規模を上回っています。このうち、生活

介護の『障害のある人』千人当たりの利用規模は県平均よりも約 10 人少ない

6.5 人と最も小さい圏域です。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約２人少ない 14.7 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 6.5

人を上回っています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均よりもやや少ない 5.9 人で、『障害のある人』千人当たりの定員 4.8

人を上回っています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 177 475 0 10 12 0 241 0 

利用者数 574 204 3 22 41 15 251 1 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 0 200 22 202 150 5 37 35 

利用者数 122 397 144 459 184 11 - 370 
 

松戸市 

流
山
市 

我孫子市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

松戸圏域 15.2 0.0 0.3 0.4 0.0 7.7 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

松戸圏域 0.0 119 0.7 6.5 4.8 1.2  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

松戸圏域 18.3 6.5 0.1 0.7 1.3 0.5 8.0 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

松戸圏域 0.0 3.9 236 4.6 14.7 5.9 11.8 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、609 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.5 倍の 845

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の３倍を超える 1,996

人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を約 1 割下回る 414 人を見込

んでいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実

績と比較して約 1.6 倍の 286 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／松戸圏域〉 
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(７) 野田圏域 

 

ア 現状 

人口千人当たりの『障害のある人』の数は、県平均

よりも約２人多い 46.3 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにお 

いては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均よりも約５人少ない

10.9 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約１０人多い 45.8 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

32.5 人を大きく上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均をや

や下回る 15.9 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 13.9 人を上

回っています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、利用規模が県平均並みの 6.5 人とな

っていて、利用規模と定員は概ね均衡しています。 

   

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 25 113 0 6 20 0 54 0 

利用者数 78 187 2 8 28 4 63 1 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 40 0 12 100 42 0 0 4 

利用者数 36 5 19 114 47 0 - 50 

野田市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

野田圏域 15.7 0.0 0.8 2.8 0.0 7.5 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

野田圏域 5.6 0 1.7 13.9 5.9 0.0  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練(機

能訓練) 
自立訓練(生

活訓練) 
就労移行支

援 
就労継続支

援Ａ型 
就労継続支

援Ｂ型 

野田圏域 10.9 26.1 0.3 1.1 3.9 0.6 8.8 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

野田圏域 0.1 5.0 14 2.6 15.9 6.5 7.0 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

  

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、79 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の 129

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.3 倍の

418 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績とほぼ同じ 117 人を見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と

比較して約 1.6 倍の 77 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／野田圏域〉 
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(８) 印旛圏域 

 

 ア 現状 

 65 才以上の人口比率は、県平均よりも約１％

低い 19.5％で、また、人口千人当たりの『障害

のある人』の数は、県平均よりも約３人少ない

40.4 人となっています。 

 本圏域のサービスの概況は、児童デイサービスの『障害のある子ども』千人当

たりの利用規模は、537 人と最も利用規模の大きい圏域です。 

訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均を

やや下回る 15.3 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約７人多い 43.2 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

35.5 人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

約２人多い18.7人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は23.1

人と利用規模を上回っています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均をやや上回る 7.3 人となっていて、利用規模と定員は概ね均衡してい

ます。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 105 371 0 18 97 0 283 90 

利用者数 435 638 10 49 140 3 251 11 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 152 370 84 637 195 17 8 15 

利用者数 129 797 100 516 209 11 - 179 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

印旛圏域 13.0 0.0 0.6 3.4 0.0 9.9 3.2 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

印旛圏域 5.3 249 3.0 23.1 6.9 0.3  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

印旛圏域 15.3 22.4 0.4 1.7 4.9 0.1 8.8 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

印旛圏域 0.4 4.5 537 3.5 18.7 7.3 6.3 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、849 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.4 倍の 606

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.6 倍の

1,908 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を下回る 512 人を見込んでい

ます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比

較して約 1.7 倍の 360 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／印旛圏域〉 
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(９) 香取圏域 

ア 現状 

人口の減少率が約 3％と最も大きく、また、15 

才未満の人口比率は、県平均よりも低い 11.1%、 

65 才以上の人口比率は、県平均よりも約 6％高

い 27.3%と、高齢化が進んだ圏域です。また、人口千人当たりの『障害のある

人』の人数は、県平均よりも約５人多い 48.9 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均よりも約５人少ない 10.7 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約１３人少ない 22.7 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定

員は、利用規模を大きく下回る 9.5 人で最も少ない圏域となっています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約 10 人多い 26.6 人、『障害のある人』千人当たりの定員が利用規模の 2 倍

を超える 57.1 人と、定員、利用規模ともに最も多い圏域となっています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均を上回る 7.5 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員は

11.3 人と利用規模を上回っています。 

  

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 30 0 0 0 0 0 10 0 

利用者数 63 72 0 1 5 0 16 2 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 46 30 20 335 66 2 12 4 

利用者数 36 44 15 126 44 0 - 51 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

香取圏域 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.7 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

香取圏域 7.8 127 3.4 57.1 11.3 2.0  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

香取圏域 10.7 12.3 0.0 0.2 0.9 0.0 2.7 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

香取圏域 0.3 6.1 186 2.6 26.6 7.5 8.7 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、441 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の２倍を超える 127 人を見

込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の 3 倍を超える 403 人

を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績をやや下回る 153 人を見込ん

でいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績

と比較して約 1.6 倍の 68 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／香取圏域〉 
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(１０) 海匝圏域 

 

ア 現状 

65 才以上の人口比率は、県平均よりも約 5％高い 

26.0％となっています。また、人口千人当たりの 

『障害のある人』の数は、県平均よりも約６人多い 

49.7 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均を上回る 17.8 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均をやや下回る 34.5 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 29.9

人を上回っています 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約 7 人多い 23.7 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員は、利

用規模を大幅に上回る 50.8 人となっています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均よりも約５人多い 11.6 人と最も大きい圏域となっていて、『障害のあ

る人』千人当たりの定員は、利用規模を上回る 18.0 人となっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 56 72 0 25 33 0 135 0 

利用者数 158 136 1 1 3 0 86 1 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 0 30 30 450 159 5 3 7 

利用者数 78 68 78 210 103 9 - 84 
 

銚子市 
匝瑳市 

旭市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

海匝圏域 8.1 0.0 2.8 3.7 0.0 15.3 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

海匝圏域 0.0 82 3.4 50.8 18.0 0.3  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

海匝圏域 17.8 15.4 0.1 0.1 0.3 0.0 9.7 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

海匝圏域 0.1 8.8 185 8.8 23.7 11.6 9.5 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、324 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.8 倍の 276

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の２倍を超える 647 人

を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を下回る 200 人を見込んでい

ます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比

較して約 1.5 倍の 153 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／海匝圏域〉 
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(１１) 山武圏域 

 

ア 現状 

65 才以上の人口比率は、県平均よりも 3％高い

23.8%で、人口千人当たりの『障害のある人』は、

県平均よりも約 3 人多い 46.8 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均並みの 16.2 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約７人多い 42.5 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

33.8 人を上回っています。このうち、就労継続支援Ｂ型の『障害のある人』千

人当たりの利用規模は、県平均の約２倍の 16.3 人と最も利用規模の大きい圏域

です。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も７人多い 24.1 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員 15.8 人を

上回っています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均よりも約２人多い 8.7 人となっていますが、『障害のある人』千人当

たりの定員は、利用規模を上回る 10.5 人となっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 53 82 9 25 62 0 165 0 

利用者数 164 151 14 32 52 1 165 1 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 0 80 13 160 107 5 0 5 

利用者数 15 182 64 232 88 4 - 160 

東金市 

大網白里町 九十九里町 

山武市 

横芝光町 

芝山町 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

山武圏域 8.1 0.9 2.5 6.1 0.0 16.3 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

山武圏域 0.0 162 1.3 15.8 10.5 0.0  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

山武圏域 16.2 14.9 1.4 3.2 5.1 0.1 16.3 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

山武圏域 0.1 1.5 368 6.3 24.1 8.7 15.8 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、384 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の 273

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.8 倍の

754 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を約 1 割下回る 228 人を見込

んでいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実

績と比較して約 1.8 倍の 154 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／山武圏域〉 
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(１２) 長生圏域 

 

 ア 現状 

 65 才以上の人口比率は、県平均より 4％以上高い

25.5%で、人口千人当たりの『障害のある人』の数

は、県平均よりも約 14 人多い 57.4 人となっていま

す。 

 本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均よりも約３人少ない 13.2 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均をやや上回る 37.5 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は

24.3 人と利用規模を大きく上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均を約

約 3 人上回る 20.2 人となっていて、定員と利用規模はほぼ均衡しています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均並みの 6.5 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員

は 4.7 人と最も少ない圏域の１つになっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 46 25 0 0 29 0 124 0 

利用者数 118 134 5 2 32 1 103 4 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 40 25 8 182 42 2 15 1 

利用者数 55 37 31 181 58 0 - 43 

茂原市 

一宮町 睦沢町 

長生村 

白子町 
長柄町 

長南町 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

長生圏域 2.8 0.0 0.0 3.2 0.0 13.8 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

長生圏域 4.5 69 0.9 20.3 4.7 1.7  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

長生圏域 13.2 15.0 0.6 0.2 3.6 0.1 11.5 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

長生圏域 0.4 6.1 102 3.5 20.2 6.5 4.8 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、343 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の 199

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の

584 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績とほぼ同じ 180 人を見込んで

います。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の

２倍を超える 122 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／長生圏域〉 
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(１３) 夷隅圏域 

ア 現状 

 15 才未満の人口比率が 9.6%と最も低い圏域で、 

一方 65 才以上の人口比率は県平均より約 12％高 

い 32.9%と最も高い圏域の１つです。また、人口 

千人当たりの『障害のある人』は、県平均よりも約 20 人多い 63.5 人となって

います。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均の半分以下の 7.3 人と最も小さい圏域です。 

 日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均より約 10 人少ない 25.6 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

21.3 人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

も約４人多い 20.9 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は、

利用規模を大きく上回る 31.9 人となっています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均より４人多い 10.8 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定

員 8.5 人を上回っています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 24 55 0 0 0 0 0 0 

利用者数 37 90 0 1 11 0 8 3 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー

ム・ふれあい
ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 53 0 9 162 43 2 0 2 

利用者数 17 9 19 60 55 0 - 15 

勝浦市 

大多喜町 

いすみ市 

御宿町 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

夷隅圏域 10.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

夷隅圏域 10.4 0 1.8 31.9 8.5 0.0  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 
生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

夷隅圏域 7.3 17.7 0.0 0.2 2.2 0.0 1.6 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

夷隅圏域 0.6 3.3 54 3.7 20.9 10.8 3.0 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、150 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の 62 人

を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の２倍を超える 262 人

を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績をやや下回る 104 人を見込ん

でいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績

と比較して約 1.7 倍の 95 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／夷隅圏域〉 

 



第 7 章 障害福祉サービス提供の見込 

 357 

(１４) 安房圏域 

 

ア 現状 

15 才未満の人口比率が県平均よりも約 3％低

い 10.6%である一方で、65 才以上の人口比率は

県平均より約 12％高い 32.9%と最も高い圏域

の１つです。また、人口千人当たりの『障害のある人』は、県平均よりも 21 人

程度多い 65.1 人で、『障害のある人』の割合が最も高い圏域となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均よりも約２人少ない 14.2 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約５人多い 41.4 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

19.9 人を大きく上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

7 人多い 24.1 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員は利用規模を

上回る 35.3 人です。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模は県平均を上回る 9.3 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員は

利用規模を上回る 10.4 人となっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 44 57 0 12 36 20 50 0 

利用者数 125 174 1 15 30 40 100 0 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 0 50 49 310 91 2 17 5 

利用者数 4 22 51 212 82 19 - 67 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

安房圏域 6.5 0.0 1.4 4.1 2.3 5.7 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

安房圏域 0.0 211 5.6 35.3 10.4 1.9  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

安房圏域 14.2 19.8 0.1 1.7 3.4 4.6 11.4 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

安房圏域 0.0 0.5 93 5.8 24.1 9.3 7.6 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、440 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.4 倍の 175

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.7 倍の

623 人を見込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を約 1 割上回る 224 人を見込

んでいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実

績と比較して約 1.6 倍の 133 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／安房圏域〉 
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(１５) 君津圏域 

 

ア 現状  

人口千人当たりの『障害のある人』の数は、県平 

均よりも約 8 人多い 51.6 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにお 

いては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均を約３人上回る 19.3 人

となっていて、利用規模の最も大きい圏域となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約７人多い 43.8 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

33.8 人を大きく上回っています。このうち、生活介護の『障害のある人』千人

当たりの利用規模は、県平均を10人以上上回る27.4人と最も大きい圏域です。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均をや

や上回る 18.6 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は利用規

模の２倍を超える 42.2 人となっています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均よりも約３人多い 10.2 人となっていますが、『障害のある人』千人当

たりの定員は、利用規模を大きく上回る 25.5 人と最も多い圏域となっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 117 194 0 34 77 0 190 0 

利用者数 324 461 1 25 49 3 151 0 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 74 105 90 709 429 12 22 11 

利用者数 47 257 85 299 171 6 - 150 

木更津市 

君津市 

富津市 

袖ヶ浦市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

君津圏域 11.5 0.0 2.0 4.6 0.6 13.7 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

君津圏域 4.4 121 5.4 42.2 25.5 1.3  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

君津圏域 19.3 27.4 0.1 1.5 2.9 0.2 9.0 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

君津圏域 0.0 2.8 296 5.1 18.6 10.2 8.9 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、1,465 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の２倍を超える 722 人を見

込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.9 倍の

1,387 人を見込んでいます。  

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績をやや上回る 316 人を見込ん

でいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績

と比較して約 1.8 倍の 305 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／君津圏域〉 
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(１６) 市原圏域 

 

ア 現状 

人口の増減幅が最も小さく、15 才未満および 65 

才以上の人口比率は県平均並みです。また、人口千 

人当たりの『障害のある人』の数は、県平均より約 

3 人多い 47.0 人となっています。 

本圏域のサービスの概況は、訪問系サービスにおいては、『障害のある人』千人

当たりの利用規模が県平均並みの 15.8 人となっています。 

日中活動系サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平

均よりも約７人少ない 28.7 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定員

26.8 人を上回っています。 

入所サービスにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規模が県平均より

約 4 人多い 21.4 人となっていますが、『障害のある人』千人当たりの定員は、

利用規模を上回る 30.8 人となっています。 

グループホーム・ケアホームにおいては、『障害のある人』千人当たりの利用規

模が県平均を１人上回る 7.8 人となっていて、『障害のある人』千人当たりの定

員は利用規模を上回る 10.7 人となっています。 

 

〈現在のサービスの利用状況〉 （H23） 

 
訪問系 

サービス 
生活介護 

自立訓練
(機能訓練) 

自立訓練
(生活訓練) 

就労移行
支援 

就労継続
支援Ａ型 

就労継続
支援Ｂ型 

療養介護 

箇所 定員 定員 定員 定員 定員 定員 定員 サービス
基盤 79 77 0 20 30 0 155 0 

利用者数 207 129 7 28 24 2 67 5 

 

 旧体系通所
サービス 

児童デイ 短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰ
ﾑ･ｹｱﾎｰﾑ 

指定相談
支援 

生活ホー
ム・ふれあい

ホーム 

地域活動支
援センタ

ー・作業所 

定員 定員 定員 定員 定員 箇所 定員 箇所 サービス
基盤 70 70 59 404 141 2 6 9 

利用者数 114 136 59 281 102 1 - 122 

市原市 
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〈『障害のある人』千人当たりの現在の定員規模〉          （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス 

 
生活介護 

自立訓練 
(機能訓練) 

自立訓練 
(生活訓練) 

就労移行 
支援 

就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

療養介護 

市原圏域 5.9 0.0 1.5 2.3 0.0 11.8 0.0 

県平均 10.2 0.1 1.3 3.0 0.4 10.4 0.3 

 
日中活動系 

 
旧体系通所 
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 入所サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
生活ホーム・ふれ

あいホーム 

市原圏域 5.3 116 4.5 30.8 10.7 0.5  

県平均 4.9 133 2.0 18.5 7.9 0.8  

 

〈『障害のある人』千人当たりの現在のサービス利用規模〉      （単位：人） 
日 中 活 動 系 サ ー ビ ス  訪問系 

サービス 生活介護 
自立訓練 

(機能訓練) 
自立訓練 

(生活訓練) 
就労移行 

支援 
就労継続 
支援Ａ型 

就労継続 
支援Ｂ型 

市原圏域 15.8 9.8 0.5 2.1 1.8 0.2 5.1 

県平均 16.0 16.0 0.3 1.3 2.9 0.5 8.7 

 
日中活動系サービス 

 
療養介護 

旧体系通所
サービス 

児童デイ 
(『障害のある子ど

も』千人当たり) 

短期入所 
入所 

サービス 
ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 

･ｹｱﾎｰﾑ 
地域活動支
援センタ

ー・作業所 

市原圏域 0.4 8.7 225 4.5 21.4 7.8 9.3 

県平均 0.2 6.0 262 4.1 17.1 6.8 8.3 

 

 

イ 平成 26 年度におけるサービス提供の見込 

相談支援サービスの利用規模は、262 人を見込んでいます。 

訪問系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績と比較して約 1.5 倍の 301

人を見込んでいます。 

日中活動系サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績の約２倍の 734 人を見

込んでいます。 

入所サービスの利用規模は、平成 23 年 3 月実績を 1 割下回る 252 人を見込ん

でいます。また、グループホーム・ケアホームの利用規模は、平成 23 年 3 月実績

と比較して約 1.5 倍の 150 人を見込んでいます。 
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〈サービス見込量／市原圏域〉 
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４．県全体のサービス提供の見込と地域基盤の充実 

 

(１) 基本的な考え方とサービス提供の見込 

本県における平成２6 年度までの全県的な障害福祉サービスの見込量を、

圏域ごとのサービス量の積み上げを基に設定します。また、サービスの類型

ごとに、今後の基盤を充実させるための整備の方策を示します。 

 

≪相談支援サービス≫ 

障害のある人が地域で安心して自立した生活を送っていくためには、障害

者が日々の暮らしの中で抱えるニーズや課題にきめ細かく対応し、必要に応

じて適切な障害福祉サービス等に結びつけていくための相談支援が重要で

す。 

また、施設や病院に入所・入院している障害のある人等に対する地域への

移行や定着に係るサービスが新設されることから、サービス利用計画の対象

者が大幅に拡大されます。 

 

今後のサービス量については、計画相談支援においては、原則として、今

後３年間で計画的に、障害福祉サービス又は地域相談支援を利用するすべて

の障害者又は障害児が対象となるように、また、地域相談支援においては、

施設や病院に入所・入院している人の地域移行を考慮したうえでサービス量

を見込み、平成 26 年度における一月当たりのサービス量は、実人員で、計

画相談支援が１１，３１２人、地域相談支援が７４９人となります。 

 

≪訪問系サービス≫ 

  地域における障害のある人の日常生活を支援し、自立と社会参加を促進す

る訪問系サービスの事業は、ヘルパーと利用者が１対１で支援する個別支援

であり、利用者のニーズに最も的確に応えることのできるサービスとして、

今後の地域生活支援の中核を担うサービスです。 

 

訪問系サービスの利用者については、平成１５年度の支援費制度＊の導入
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以降、年々大幅に増加してきました。この伸びが今後も見込まれるという見

通しに立ち、また、平成 23 年 10 月からサービスに加わった同行援護を含

め、支給決定者数をベースに、新たに地域生活に移行する人等の新規利用者

を勘案し、見込みます。 

 

  居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援の

5 事業を合わせた「訪問系サービス」についての一月当たりのサービス量は、

平成 26 年度において、実人員で 7,676 人、延べ時間数で 196,568 時間

と見込まれます。平成 23 年 3 月のサービス量と比較すると、実人員、延べ

時間数ともに約 1.8 倍の伸びとなります。 

 

≪日中活動系サービス≫ 

  障害のある人の地域での生活を実現するためには、日中活動の場の確保が

必要です。ただし障害種別、利用者のライフステージ＊や生活上の課題等に

より必要な場や支援は様々であることから、利用者が目的に沿って適切な支

援を選択できるよう多様な環境を整備する必要があります。 

 

今後のサービス量については、支給決定者数を基礎として、新たに地域生

活に移行する人等の新規利用者や、旧法の通所施設等の新体系への移行状況

を勘案しながら、必要となるサービス量を見込んでいます。 

 

  その結果、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、療養介護

を合わせた日中活動系サービスについて、平成 26 年度における一月当たり

のサービス量は、実人員で 16,516 人、延べ人日で 321,192 人日の利用

規模となっています。また、旧体系の通所サービスを含めた平成 23 年 3 月

のサービス量との比較では、実人員で約 1.7 倍、延べ人数で約 1.8 倍の伸び

となります。 

  

≪居住系サービス≫ 

障害のある人の地域での生活を実現するためには、利用者のニーズに応じ
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た多様な「住まい」の確保と生活支援が不可欠です。そのため、地域生活の

受け皿となるグループホーム等の整備を進めていく必要があります。 

 

グループホーム・ケアホームのサービス見込量については、支給決定者数

を基礎として、近年の利用者や整備の伸びや今後地域に移行する新規利用者

等を勘案しながら見込んでいます。平成 26 年度における一月当たりのサー

ビス量は、実人員で 3,129 人の利用規模を見込んでいます。平成 23 年 3

月のサービス量との比較では、約 1.7 倍の伸びとなります。 

 

入所施設の基盤整備に当たっては、地域生活への移行を進める観点から、

新たな施設整備は必要性を判断しながら整備する必要があります。また、今

後は施設から地域生活への移行が促進されることを踏まえ、入所サービスの

全体的な利用者は、第２期計画策定時から概ね横ばいからゆるやかな減少に

転じる見込みとなっており、入所サービスの利用規模は第２期計画の見込量

との比較においてもほぼ同規模の見込みとなります。  

 

 

絵：「竜」伊能芳夫さん 
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〈千葉県における障害福祉サービスの見込量 〉 
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 (２) 基盤整備の充実について 

福祉サービスおいては、「人材」がその基本となるものです。質の高いサー

ビスや支援を行ううえでは、スタッフの質の向上を図り、経験等を活かし安

定して働ける職場環境を実現することが重要です。 

 

福祉に人材が集まらない現状の背景には介護保険や障害福祉サービスにお

ける事業報酬の問題があり、県としても報酬単価の改善や資格・経験を持つ

職員が評価されるような制度の実現について、国に改善を強く働きかけてい

るところです。平成２４年４月に予定されている報酬改正の状況等を踏まえ、

県内における事業者の経営状況の把握に努め、必要な支援を検討します。 

また、障害福祉サービスの実施主体は市町村とされていますが、県におい

ても必要な支援を実施することが求められており、今後もサービスごとに基

盤の充実のための方策を実施していきます。 

 

≪相談支援サービス≫ 

地域生活の移行や単身世帯など、サービスを利用する人のうち特に計画的

な自立支援を必要とする人に対するサービス利用計画の策定については、サ

ービスを利用できる利用者像が限定的であり、制度上で利用が困難な側面が

多いことから、利用者数については低調な状況が続いています。 

 

障害者自立支援法の改正により、平成２４年度から施設・病院に入所・入

院している障害のある人等に対する地域への移行や定着に係る相談支援サー

ビス（地域相談支援サービス）が新設され、障害のある人（子ども）のサー

ビス利用計画の策定対象者が大幅に拡大されます。引き続き、制度の改善に

ついて国に強く働きかけます。 

 

また、計画相談支援サービスや地域相談支援サービスの提供が円滑に進む

よう、相談支援事業者研修の実施を通じて、継続的に人材育成や事業者規模

の拡大を図るとともに、自立支援協議会＊の活動を通じ、より質の高いケア

マネジメント＊体制の確立と、地域の資源を有効に活用するためのネットワ
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ーク＊の構築や相談支援体制の充実に努めます。 

 

≪訪問系サービス≫ 

障害のある人に対するホームヘルパーの資質の向上と人員の確保を図るた

め、県および県が指定する事業者による養成研修およびスキルアップ研修を

推進するとともに、ホームヘルプサービスの実施事業者の指定を進め、利用

者のニーズに応えられる十分なサービス量の確保に努めます。 
 
特に、精神障害のある人のホームヘルプサービスの提供など、障害特性に

よってはニーズがあっても利用されないとの指摘もあることから、ホームヘ

ルパーの資質の向上においては、こうした障害のある人からの声を十分に踏

まえつつ研修等の実施を図ります。 
 

  視覚障害のある人に、外出時の移動に必要な情報の提供・移動の援護を行

うサービスとして新設された同行援護についても、専門的資質と人員確保を

図るための研修を実施します。 

 

≪日中活動系サービス≫ 

新規施設の整備に当たっては、障害のある人の地域生活への移行を進める

観点から、日中活動系サービスに係る整備を優先することとしています。 

サービス確保が難しい地域や社会基盤が不足している地域においては、圏

域などの広域的な単位で市町村との協議組織を設置し、地域における提供が

不可欠なサービスやその社会基盤の確保のための方策の検討に取り組みます。 

 

≪居住系サービス≫ 

グループホーム・ケアホームは、障害のある人が地域で互いに支え合いな

がら普通の暮らしをする場合の「住まい」として重要な役割を果たしていま

す。引き続きその量的拡充を図るため、グループホーム等の整備に関する相

談支援に当たるとともに、その支援を充実させていくこととします。 

グループホーム等の量的整備を促進するため、本県独自の事業として実施
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しているグループホーム整備補助制度について、民間住宅の賃貸利用に加え、

中古物件の買収費用やバリアフリー＊化等を目的とした改修など柔軟に整備

が図れる制度として引き続き実施します。 

 

障害福祉施設の基盤整備に当たっては、「障害者自立支援法」の趣旨や国庫 

補助に係る協議方針を踏まえ、障害のある人の地域生活移行を進める観点か

ら、日中活動系サービスに係る施設を中心に進めることを基本とし、今後増

加が見込まれる高齢期の障害のある人に適したグループホームやケアホーム

の整備方策や、強度行動障害など重度の障害のある人の地域移行の受け皿と

してのグループホームの整備方策など、地域における住まいの場のあり方に

ついて検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

絵：「美ら海水族館」内山 久綱さん 

 


